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警　 務 警．務 公軍書審査 令達文書 （、5 種） 保存期間　 1年

総　会　発　甲　第12　4　号

平成13　年　9　月18　日

（平成14年6月27日一部改正）

警　　察　　本　　部　　長

担当係 監至宝

一警　電 2 5 5 4

関　　係　　所　　属　　長　　　殿

捜査費の取扱いの制定（通達甲）

このたび、捜査費の取扱いの適正を期すため、別記のとおり捜査費の取扱いを

制定し、平成13年10月1日から施行することとしたので、・要り▼めないようにされ

たい。



別記

捜査費の取扱い
ノ

第1　捜査費の基本的事項
ｔ

ｌ　捜査費の性格
．Ｊ
ヽ

会計経理は、原則、小切手の交付、口座振込みなどにより行われていろと

ころである。しかし、捜査費は、．その性質上、緊急を要し、又は秘密を要す

卑ため、通常の支出手続を経ていては捜李痕動に支障を来す場合に使用でき

る経費として、現金経理が認められてい号。

その使途は、・犯罪の捜査等に従事する職員の活動のための諸経費及び捜査

に関する情報捷供者、協力者等に対する諸経費である。

2　取扱責任者

（1）取扱責任者は、愛知県警察本部長である。　、　／

（2）取扱責任者は、各取扱者（後記3に規定する「取扱者」をいう。以下こ
■■ヽ

の琴において同じふ）に・現金を交付して経理に当たらせるが、各取扱者の

取り怒った経理に？いても責任を負う。

（3）取扱責任者は、次ゐ事務を行う。　　　　　　　　　・
■

ア　所要額を決定し、これを会計横取に請求すること。

イ：会計横閑から現金を受領すること。

り　各取救者に交付する額を決定し、交付するこ草。
事

工　必要により俵きに現金車支払うこと。

オ　必要により親金を保管すること。

カ　現金申納簿を備え、これに記帳し、支払精算書等を作成し、・畢弊書類

を塵僻し、及び保存すること（保管するこ享を含む。以下同じ。）。

キ　各取扱者を給括し、必要な監督をすること。
′

（4）取扱責任者は、自らの責任の下に、次の事務を総務部会計課長に補助さ

せることができる。　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ‾

ア　会計検閲から現金を受領すること。

イ　各取扱者に現金を交付すること。

り　現金を保管する羊と。

ェ　現金出納簿に記帳し、支払精算書等を作成し、．証拠書類を整備し、及

び保存すること。　　　　　　′

．㈲一徹扱責任者が交替するときは、発令の日の前日をもって現金出納簿を締



・／

め切り、引継事項を記入の上、現金と照合し、発令の日をもって引継ぎを

一行う。

なお、引継ぎに際して、新旧引継者は、現金のほか保存する現金出納簿

及び証拠書類（以下「帳簿等」という。）についても確認を行うなど、確
ｌ

実に引き継ぐものとする。

（6）取扱責任者の交替に際しては、総務部会計課監査室長が、引き継ぐべき

現金及び帳簿等の検査を行う。

3　取扱者

（1）取扱者は、捜査費を執行する所属長である。

（2）取扱者は、交付を受ｌナた現金の出納及び保管について、第一次的に責任

を負う。

（3）取扱者は、次の事務を行う。

ア　取扱責任者に請求する金額を決定し、これを請求すること。

・イ　取扱責任者から現金を受零すること。

ウ　各捜査員等に交付する額を決定し、交付すること。

エ　現金を保管すること。

オ　必要により債主に現金を支払うこと。

カ　現金出納簿を備え、これに記帳し、支払精算書等を作成し、証拠書類

を整備し、及び保存すること。

（4）取扱者は、自らの責任の下に、次長若しくは副署長又は同相当職に、次

の事務を補助させることができる。

ア　取扱責任者から現金を受領すること。

イ　各捜査員に現金車交付すること及び取扱者に連絡が取れず緊急を要す

る場合の交付額を決定すること、。
ノ

ウ　現金出納簿に記帳し、支払精算書等を作成し、証拠書類を整備し、及

び保存すること。

（5）取扱者が交替するときは、取扱責任者の交替の引継ぎと同様に行う。

（6）取扱者の交替に際しては、警察本部の所属にあっては総務部会計課監査

室の課長補佐、1警察署Ｉ；あっては警察署の会計課長が、現金及び帳簿等の

検査を行う。

第2　捜査費の流れ
、■

捜査費の流れは、別図のとおりとする。



第3　捜査費の具体的使途等

捜査費の具体的使途等は、別表のとおりとする。

第4　証拠書類等の様式及び保存期間

証拠書類等の様式及び保存期間は、次のとおりとする。

様 式 名 様式番号 保存期間 摘．　　　　 要

捜査費支出伺 様式第 1 5 年 取扱者等が捜査員等に捜査費を

交付する際に作成する壷類である

支払精算書 様式第 2 捜査負が取扱者等た自らが執行、

した捜査貴の精算をす．るために提

出する書類である。

捜査費交付書 様式第 3 中間交付者等が取扱者等に自ら

兼支払精算書 が扱う登壕職員分の捜査者雑費を

精算するための書類である。

支払伝票 様式第4 捜李員が中尚交付者に自らが執

行した捜査諸雑費を、領収書等を

添えて報告するための書類である

立替払報告書 様式第5 捜査員が突発事案等に応急的に

対処する必要に迫られて、一睡的

に私費を立て替えた場合に、当該

立替払を取扱者等に確認を受ける

ための書類である。

第5・計算証明規則に基づく保管

計算証明規則（昭和27年会計検査院規則第3号）第1、1’条の規定に基づき‥

承認を受け、警察庁が定めた「証明責任者における適宜な方法に．よる保管」と

は、次のとおりとする。＿



なお、県費捜査費についても同様に取り扱う。

－（1）帳簿等は、取扱責任者及び取扱者において、保存期間め満了まで、、保存

させる。

（2）取政責任者及び取扱者は、前記第．ｌの2の（4）のエ及び同3の（4）のり

により、それぞれの補助者に帳簿等を保存させる、ことができる。

なお、奮察署に．ぉいて、会計監査等への対応、保管場所の確保等を考慮

し、当該補助者の筆理の下に、当該警察署の会計課において保管させる場

合は、保管方法を含め事前に取扱者の承認を受けるものとする．。

（3）保存者は、施錠できる保管庫等に保存期南中に係る帳簿等を一括して保

存するなど、保管管理に万全を期するものとする。

（4）保存期間満了後の帳簿等については、総務部会計課長の指示する方法に

より廃棄処分する。
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別図
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1 －①現　 金　 支　 払 （物 品購入 の場合 も含 む。）

支

払

先 ．

　　　　　　　　 －－－－－→

1 －②領 収 車

←　　　 2 －①交 付 ・申 請

捜

査

貞

→ 登

鼻

2 －③現金 支払 （物 品購 入 の　場合 も含む。）
←　　 2 －② 現 金 交 付　　　　　　　 →

写－⑤支 ’払　 精　 算

　　　 →

2 －④簡 収 書

←

3 －① 交 付 申請

　　　　　　 1

←

3 －④現金 支払 （物 品購 入 の
（捜 査諸 雑費） 中

←

　　　 間

3 －② 現金交付

3 一③ 現金交付 場合 も含 む。 ）

．3 －⑥女払報 告 ′

←

　　　 →

3 －⑤領 収 書

　　 ′→ 交

3 －⑧支払精 算　 付
3 －⑦残額返納

職

貞

←

←　　　　　　　 者 ←



ー・、

別表　具体的な使途等

経　　　　　　　　　 費 使　　　 途　　　 例 留　 意　 事　 項

1　 捜査本部等 に要す る 、 捜査本部等 を設置 したことによってそれ 自体 、

経費 に必要となる経衰

（1）捜査本部等設置 の ・　 公民館等 の施設、 ・　 施設の借上げは、

ための施設、寝具、 ホテルの部星等 （仮 ーか月を限度 とする
什器類の臨時借上 げ 一・眠施設を含む。）の ・ 備品類の借上 げは

経 費 借上げ 一週間を限度 とす る

・　 寝具、机、椅子、 ・・上記限度期間経過

ロッカー、書庫等の は、通常の会計手続

借上げ で対応す る。

・　 電気、ガス、水道‘ ・　 光熱水費は、施設

等の料金 借上料の中に含めて

支払うことを原則 と

する。

（2）捜査本部等 に必要 ・　 自動車、 自動二輪 ・　 借上げ期間は、一
な 自動車、船舶等 の 車、船舶等の借上げ 週間を限度 とす る。
応急的な借上げ妻 ・ 上記限度期蘭経過

は、通常の会計手続

で対応す る。

2 捜査活動に要す る経

費

捜査員が活動す るの に伴 っ七必要 となる経費

（1）捜査協 力者 に対す

、暇．惑敵

～

．．．ｌ．だ．．■

・・捜査諸雑費で支払

る謝 礼 うものは、軽微 なも

のに限る。

（2）情報提供者 に対す

Ｉ

｝；ヽＩＩ
ｌヾ

・　 捜査者雑費で支払

る謝礼

／ ブ

うものは、軽微なも

のに限る。．

（3）聞込み、張込み、

追尾等ｌ；際 し必要 と

す る諸経 費 ‾ヽ

暮
：ア　 捜査員等の交通 ！Ｊ楓ニ√　　　 一●ｔ、－　　　▼▼ヽ ′・捜査諸雑 費で支払 う
； 費、飲食費 ・ 交通費は、負担 した

ｌ
ｌ

実費のみ とす る。



料　棚頗癖鮭
－．Ｌ＝三三、

呵　街街　張靡酬鮒

具、什器等の借上
－；げに要する経費

；り　応急的に必要と
：　なる消耗品等の簡

単な物品費及び公
衆電話等の通信費

ｌ

；エ　有料施設への入
場料等

おける道戯代

家屋、ホテルの部
屋等の借上げ

光熱水費　′
権利金、敷金
寝具、机、椅子、

ロッカー、冷蔵庫、
テレビ、家具等の借
上げ

・　タクシー代は、尾
行等の場合で、他に
交通手段がない場合

に限る．。
・飲食費は、、追尾中
に対象者の動静監視
等に必要なため、飲
食店で飲食する場合
に限る。

捜査消耗品等は、
その場で使用しなけ
れば捜査に支障が生
じるもので、通常の
調達、事前呪準備等
をする暇のない場合
に限る（原則時官給
品等で対応）。

入場料は、追尾、
張込み時等で遠戯を
しなければ捜査上支
障が生じる場合に限
る。
捜査活動の一環と

しての遊戯であるこ
とから、過度の支出
とならないように留
意する。　　・

＼－《ノ

・　遊戯代は、追尾、
張込み時等で遊戯を
しなければ捜査上支
障が生じる場合町野
る。

・捜査活動め一環と
しての遊戯であるこ
とから、過度の支出
とならないように留
意するム

ー　ー　■■　－　■　－　■■　■■　■　－　■■■　－　－　－　■■　－　■■　■■　－　■■　■■　■●



：カ　 車両等 の借上げ ・　 自動車、 自動二輪

：・費
Ｉ

車」船舶等の借上げ

（4）拠 点等 のための施 ・ 家星、．倉庫、マン

設 の借上 げ等に要す シ ョン、 アパー ト、

る経費 ホテルの部屋等の借

上げ

・ 光熱永費

・ 権利金、敷金

・ 寝具、机、椅子、
ロッカー、冷蔵庫、
テ レビ、家具等の借
上げ又は購入

（5）協力者等 との接触 Ｊｌｌ　■．

ｌ■■

　準・爪記超豆

ミ癌
ｌ

・　 捜査諸雑 費で支払

に要す る経費 う交通費は、負担 し

た実費のみとする。

・ タクシー代 は、尾
行等の場合で、他 に

交通手段がない場合

た限 る。

・ 捜査諸雑費で執行
できる部屋代等は、
軽微な ものに限る。

（6）協 力者等の保護 に ・　 家慶、倉庫、マ ン

Ｉ
要す る経費 シ ョン、アパｒ ト、

ホテルの部屋等の膚
上げ

・ 光熱永費

・ 権利金、敷金

・ 寝具、机、椅子、
ロッカ⊥、冷蔵庫、
テ レビ、家具等の借
上げ又は購入

・ 自動車、船舶等の
借上げ

・ 航空枚、列車等の
運賃

・ 弁当等の購入

（7）早朝、深夜等にお

け る捜査協力者等 の

・ 犯罪の捜査に従事

してい る協力者 に限

　 交通費

ｌ

る。

・ タクシ丁代 は、他
に交通手段がない場
合 に限∴る。

（8）早朝、深夜等にお

ける捜査員又は捜査

・．食事 と食事 の間の純

然た る補食のうち、



協力者等の食糧費 捜査協力者等ととも

にする場合に限る。

（9）・緊急に捜索等を行 ・　パワーショベル、
う場合の重機等の借 発動発電機、自動車
上げ又は委託費 ′等の借上げ

・ 重機華の運転委託
・ ドア、金庫、ロッ
カー等の開錠零託等

（10）捜査関係事項廠会 榊 ‘‘．． 剛壁 ．， ・　官公署、銀行等か
に伴う回答に要する らの回答に要する経
経費 費で、実費に限る。

（11）犯罪の被害者又は ・　玄関ドア、忽ガラ
第三者が所有する物 ス、間仕切り等の惨
件を捜査の過程で損 復
壊等した場合の協力 ・ ．自動車、自動二輪
謝礼金 ‘ 車、陳列ケース、テ

レビ等の修理

（12）長期にわたる重要 ・　缶ビール、つまみ
事件及び困難な重要 等簡素な飲食物の購
事件の捜査等に従事
する捜査員等に対す
る簡素な激励慰労費

入費

注　網かけは、捜査員に鼻旦虹旦め変性しき翠李革鱒軍で執行することがで
きる経費である。


